
  

 

  事 務 局 だ よ り    

 

 

令和２年度も会員登録を継続される方 
  

・令和２年４月１日（水）～４月３０日（木） 迄に 

会費１,５００円を納めてください。 

納入の方法  どちらか都合の良い方法で！ 

Ａ．窓口に持参する方法 

 会費と共に『平成３１年度の会員証』を直接センター事務所に 

 お持ちください。 

 領収書と、『令和２年度の会員証』をお渡しします。 

   

Ｂ．郵便局から所定の「払込取扱票」で振込する方法 

  郵便局に置いている「払込取扱票」に必要事項を記入のうえ 

   ①窓口にて振込（振込手数料  ２０３円必要※） または 

   ②ＡＴＭにて振込（振込手数料 １５２円必要※） 

  ※振込手数料は、振込人（会員さん）の自己負担となります。 

  ※振込の際に発行された「振替払込請求書兼受領証」は、センターから領収書

が届くまで必ず保管しておいてください。 

   入金が確認できましたら、領収書と『令和２年度の会員証』を郵送します。 

（記入例） 
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令和元年度をもって退会される方 
 

・事務処理の都合上、令和２年３月２５日（水）迄に 

ご本人、またはご家族の方が、事務局へ電話をかけていただくか、直接お越しになり、 

 退会の意思 をお知らせください。ご協力をお願いします。 

・現在お持ちの会員証は、事務局へ持参するか郵送で返還してください。 

・令和２年４月１日以降に退会した場合、令和２年度の会費の納入義務

が発生します。ご注意ください！！         

 

 ★ 一度退会されても再度入会することができます。 

★ 会費が未納の場合は、仕事の紹介や各種講習会の参加

等、その他全てのサービスを受けることができません。 
 

 

地域班別会議の中止について 

 新型コロナウイルスの影響で、複数の人が集まるイベントや

行事等は極力控えた方が良いとの判断により、３月に各地域で

開催を予定されていました地域班別会議が、急遽中止となって

います。 

 年に１度の開催に、参加を楽しみにしておられた会員さんや、趣向を凝ら

して一人でも多くの班員の方に参加していただけるよう準備をされてきた

地域委員、地域班長は残念な思いですが、感染拡大防止策として決定されま

した。 

 今回は中止になった地域も、すでに実施済みの地域も、次回開催の通知が

地域班長よりあれば、是非積極的に参加してください！ 

 

新型コロナウイルス感染の予防対策として手洗い、咳エチケット等

を徹底し、風邪症状があれば外出を控え、やむを得ず外出される場合

にはできるだけマスクを着用するなど、万全を尽くしましょう！ 


